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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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○県営土地改良事業の計画の変更 （農地整備課取扱い）１

○平成31年度自衛官の募集 （危機管理防災課取扱い）１

○道路の位置指定 （北薩地域振興局取扱い）２

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （姶良・伊佐地域振興局取扱い）２

○道路の位置指定 （姶良・伊佐地域振興局取扱い）２

公 告

○開発行為に関する工事の完了公告 （建築課取扱い）３

教 育 委 員 会 規 則

○鹿児島県立特別支援学校学則等の一部を改正する規則（※） （総務福利課取扱い）３

公 安 委 員 会 告 示

○遊技機の型式の検定の告示 （生活安全企画課取扱い）４

鹿児島県告示第134号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により，土地改良事業県営畑地帯

総合整備（土層改良及び暗渠排水）天城地区の計画を変更したので，関係書類を次のとおり縦
きょ

覧に供する。

なお，この決定に不服のある者は，縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に，鹿児

島県知事に対して審査請求をすることができる。

平成31年２月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 縦覧書類の名称

変更後の土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧期間

平成31年２月27日から同年３月27日まで

３ 縦覧場所

天城町役場農地整備課

鹿児島県告示第135号

自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条，第117条第１項及び第118条の規定により，

平成31年度第２次の自衛官の募集について次のとおり告示する。

平成31年２月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 募集種目

 男子

自衛官候補生

 女子
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自衛官候補生

２ 募集期間

 男子

平成31年３月１日から同年５月15日まで

 女子

平成31年３月１日から同年５月15日まで

３ 試験期日

平成31年５月26日

４ 応募年齢

平成31年10月31日において18歳以上33歳未満の者

５ 試験場の位置及び名称

試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称

霧島市国分福島二丁目４番14号 陸上自衛隊国分駐屯地

奄美市名瀬永田町17番３号 鹿児島県大島支庁及び委託病院

６ 応募手続

応募しようとする者は，志願票に所定の事項を記入の上，住所地を管轄する市町村長に提

出すること。

なお，志願票は，各市町村において交付する。

北薩地域振興局告示第３号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により，次のとおり道路の

位置を指定した。

平成31年２月26日

北薩地域振興局長 大竹俊光

申請者の住所及び 指 定 道 路
指定の年

名称並びに代表者 延 長 幅 員
月日 位 置

の氏名 （メートル） （メートル）

平成31年 出水市下知識町 出水市大野原町958番４ 34.90 4.13

２月７日 107番地

有限会社パインヒ

ル不動産

代表取締役

松岡信幸

姶良・伊佐地域振興局告示第７号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

平成31年２月26日

姶良・伊佐地域振興局長 下村一彦

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

放課後等デイサ 霧島市国分福島 株式会社まなび 霧島市国分福島 室屋 正俊 平成31年 放 課 後 等

ービスまなびや 一丁目19番20号 や 一丁目19番20号 ２ 月 １ 日 デ イ サ ー

ビ ス

姶良・伊佐地域振興局告示第８号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により，次のとおり道路の

位置を指定した。

平成31年２月26日
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姶良・伊佐地域振興局長 下村一彦

申請者の住所及び 指 定 道 路
指定の年

名称並びに代表者 延 長 幅 員
月日 位 置

の氏名 （メートル） （メートル）

平成31年 霧島市国分中央三 姶良市平松字狩川4875番 102.05 6.01

２月12日 丁目３番３号 14

株式会社国分ハウ

ジング

代表取締役

久保範和

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

する工事は，完了した。

平成31年２月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

霧島市国分下井字上塩濱3291番２

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

大阪市東成区中道三丁目10番５号

三共リース株式会社

代表取締役 徳山基政

鹿児島県立特別支援学校学則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成31年２月26日

鹿児島県教育委員会教育長 東條広光

鹿児島県教育委員会規則第１号

鹿児島県立特別支援学校学則等の一部を改正する規則

（鹿児島県立特別支援学校学則の一部改正）

第１条 鹿児島県立特別支援学校学則（昭和31年鹿児島県教育委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。

「平 「

成

年 年
別記第１号様式中 を に改める。

月 月

日」 日」

別記第10号様式中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める。

（鹿児島県立学校管理規則の一部改正）

第２条 鹿児島県立学校管理規則（昭和31年鹿児島県教育委員会規則第12号）の一部を次のよ

うに改正する。

別記第１号様式中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める。

別記第２号様式から別記第５号様式までの規定中「平成 年 月 日」を「 年 月

日」に，「鹿児島県教育長 殿」を「鹿児島県教育委員会教育長 殿」に改

公 告

教 育 委 員 会 規 則
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める。

別記第６号様式中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める。

別記第７号様式中「平成 年 月児童（生徒）出席状況調査表」を「 年 月児童

（生徒）出席状況調査表」に改める。

別記第８号様式中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に，「鹿児島県教育長

殿」を「鹿児島県教育委員会教育長 殿」に改める。

別記第９号様式中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める。

別記第10号様式中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に，「鹿児島県教育長

殿」を「鹿児島県教育委員会教育長 殿」に改める。

（産業教育手当の支給に関する規則の一部改正）

第３条 産業教育手当の支給に関する規則（昭和33年鹿児島県教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。

別記第１号様式中「昭和 年 月 日」を「 年 月 日」に改める。

（鹿児島県文化財保護条例施行規則の一部改正）

第４条 鹿児島県文化財保護条例施行規則（昭和35年鹿児島県教育委員会規則第18号）の一部

を次のように改正する。

別記第１号様式，別記第３号様式から別記第５号様式まで，別記第７号様式から別記14号

様式まで，別記第17号様式から別記第17号様式の４まで及び別記第19号様式中「平成 年

月 日」を「 年 月 日」に改める。

（鹿児島県立中学校学則の一部改正）

第５条 鹿児島県立中学校学則（平成26年鹿児島県教育委員会規則第４号）の一部を次のよう

に改正する。

別記第２号様式中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

鹿児島県公安委員会告示第21号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成31年２月26日

鹿児島県公安委員会委員長 石窪奈穂美

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 Ｐヱヴァンゲリヲン～超覚醒～Ｇ 株式会社ビスティ 8P1260

ぱちんこ遊技機 Ｐぱちんこ冬のソナタＮＡ１ 京楽産業．株式会社 8P0488

ぱちんこ遊技機 Ｐぱちんこ冬のソナタＧ 京楽産業．株式会社 8P0723

回胴式遊技機 Ｓパチスロ黄門ちゃまＶ女神ＶＥ 株式会社オリンピア 8S1228

Ｒ／ＬＡ６

公 安 委 員 会 告 示


